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平成29年4月24日 第66回社会保障審議会医療部会
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厚生労働省「令和３年度第２回医療政策研修会第２回地域医療構想アドバイザー会議」
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厚生労働省「令和３年度第１回医療政策研修会及び地域医療構想アドバイザー会議」
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医師の働き方改革における栃木県地域医療対策協議会の役割
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Ｃ－１水準

 一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師のための水準。

 Ｃ－１水準の対象医療機関の指定要件は次のとおり。

• 都道府県知事により指定された臨床研修プログラム又は日本専門医機構によ

り認定された専門研修プログラム／カリキュラムの研修機関

• 36協定において年960時間を超える時間外・休日労働に関する上限時間を設定

• 都道府県医療審議会の意見聴取

• 地域医療対策協議会においても協議（厚生労働大臣指針）

• 医師労働時間短縮計画の策定

• 評価機能による評価の受審

• 労働関係法令の重大・悪質な違反がないこと

（「医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ」抜粋（一部加筆））

 プログラム／カリキュラム内の各医療機関は、当該医療機関における研修期間中の

労働時間を年単位に換算した場合に、時間外・休日労働が年960時間を超える場合

には、基幹施設と連携施設ともにＣ－１水準対象医療機関としての指定が必要。



厚生労働省「「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の施行等について」（一部加筆）
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評価及び結果通知ま
で４ヶ月程度

評価結果を踏まえた医療機関による計
画内容改善や、県による医療審議会等
の開催及び指定までに2か月程度を要す

ると想定した場合、時短計画を評価
センターへ提出するリミットは令
和5年9月頃となる見込み
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厚生労働省「令和４年度第２回都道府県医療勤務環境改善担当課⻑会議」（一部加筆）
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医師の働き方改革に関する県内医療機関の取組状況
県内医療機関における医師の働き方改革に関する調査（実施期間：令和４（2022）年７月13日～８月10日）
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項目 病院 有床診療所 合計

対象数 106 98 204
回答数 62 41 103
回答率 58% 42% 50%
宿日直許可の取得・申請状況

必要な宿日直許可を取得済み 15 0 15
必要な宿日直許可を申請し、結果待ち 1 1 2
必要な宿日直許可の取得のために、申請の準備中 18 3 21
必要な宿日直許可の申請を予定しているが、具体的な準備には着手していない 15 7 22
宿日直許可を取得したいが、業務の性質に照らすと許可取得は困難と考えている 5 0 5
宿日直許可取得の必要がないため、取得意向はない 5 25 30
宿日直許可が必要かわからない 3 4 7

労働時間数の把握

副業・兼業先を含めて把握している 34 27 61
把握していない 28 14 42

時間外労働年960時間超の医師の有無

いる 6 0 6
いない 52 38 90
わからない 4 3 7

精査中



医師の働き方改革に関する県内医療機関の取組状況
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項目 病院 有床診療所 合計

時間外労働年1,860時間超の医師の有無

いる 0 0 0
いない 61 38 99
わからない 1 3 4

特定労務管理対象機関指定への意向

指定の意向あり 5 0 5
検討中 4 2 6
指定の意向なし 48 35 83
わからない 5 4 9

特定労務管理対象機関指定の種別（複数回答）

Ｂ水準 5 0 5
連携Ｂ水準 3 0 3
C-１水準 2 0 2

他院からの医師の受入れの有無

受け入れている 57 23 80
受け入れていない 5 18 23

医師派遣の見直し意向（受入側）

打診された、又は、打診された診療科がある 4 1 5
打診されていない 52 20 72

→Ａ水準

精査中


